
高島市告示第２号 

高島市見守りネットワーク事業実施要綱を次のように定める。 

平成２６年１月２０日 

高島市長 福 井 正 明   

高島市見守りネットワーク事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、市と協力事業者が相互に連携し、対象者となる市民を見守

る高島市見守りネットワーク事業（以下「事業」という。）を実施することに

より、地域のつながりの中で、全ての市民が安心して暮らせるまちづくりを目

指すことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において「協力事業者」とは、通常の業務において、市民の異

変を発見することが可能な事業者で、事業の趣旨に賛同して第５条の規定によ

る協定を締結したものをいう。 

 （対象者） 

第３条 この事業の対象となる市民は、市内に在住する高齢者、障がい者、子ど

もその他見守りが必要な者とする。 

（連携） 

第４条 市は、協力事業者ならびに関係機関等と連携を図り、効果的な事業の実

施に努める。 

（協定） 

第５条 市は、見守りネットワーク事業に関する協定書（様式第１号。以下「協

定書」という。）により、事業者と協定を締結し、当該事業者を協力事業者と

して登録する。ただし、事業を通じて宗教行為、政治活動その他公序良俗に反

する活動を行おうとする事業者とは、協定を締結しない。 

２ 市は、協力事業者が提出する見守りネットワーク事業協力事業者届（様式第

２号）を受け、当該協力事業者の名称等を公表することができる。 

３ 市は、協力事業者が見守りネットワーク事業辞退届（様式第３号）により協

定の解除を申し出たときまたは協力事業者として不適当と認めたときは、見守

りネットワーク事業解除通知書（様式第４号）により、協定を解除するものと

し、協力事業者は、協定書を市に返還しなければならない。 

（市の業務） 

第６条 市は、事業の実施に当たり次に掲げる業務を行う。 

⑴ 協力事業者からの連絡への対応 

⑵ 事業に関する普及および啓発 

⑶ 前条に規定する事業者の登録および名称の公表 

⑷ 協力事業者に対する事業の説明 

⑸ その他事業の実施に必要な業務 

（協力事業者の活動） 



第７条 協力事業者は、通常の業務を行う中で対象者の異変または心身状況の変

化に気付いたときは、市へ連絡を行うものとする。 

２ 協力事業者は、前項の連絡の有無によって対象者に不利益が生じても、その

責めを負わないものとする。 

（個人情報の保護） 

第８条 協力事業者または協力事業者であった者は、事業の実施に当たり知り得

た個人情報を適切に管理するものとし、第三者に提供し、または事業の目的以

外に使用してはならない。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定

める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

見守りネットワーク事業に関する協定書 

  

高島市（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）は、

高島市見守りネットワーク事業実施要綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の

規定に基づき、次のとおり協定を締結する。 

（協力） 

第１条 甲および乙は、相互に連携し、高齢者、障がい者、子どもたちが住み慣

れた地域で安心した暮らしができるよう、見守り活動を行うものとする。 

（活動内容） 

第２条 乙は、ネットワーク事業の趣旨を会員または従事者に周知し、その事業

活動において、要綱第３条に規定する対象者に対し次に掲げる活動を行うもの

とする。 

 ⑴ 日常活動または日常業務における見守り活動 

⑵ 対象者の異変または心身状況の変化を察知した際の市への連絡 

⑶ ネットワーク事業の普及啓発 

（個人情報の保護） 

第３条 乙は、ネットワーク事業の実施に当たり、知り得た個人情報を適切に管

理するとともに、当該個人情報を第三者に提供し、またはこの事業以外の目的

に使用してはならない。また、この事業終了後も同様とする。 

 （協議） 

第４条 この協定の内容に疑義が生じたときまたは、要綱およびこの協定に定め

のない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（有効期間） 

第５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間

満了の日の１箇月前までに、両者のいずれからも特段の申し出がない場合は、

さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名押印の上、各自１ 

通を保有する。 

 

年  月  日 

                甲 高島市新旭町北畑５６５番地 

                   高島市長           印 

 

                乙 団体・事業者 

                  住 所 

                  名 称 

                   代表者             ㊞ 



様式第２号（第５条関係） 

                              年  月  日 

 

高島市長 

 

団体・事業者 

                   住 所 

                   名 称 

                    代表者              ㊞ 

 

 

 

見守りネットワーク事業協力事業者届 

 

 

 見守りネットワーク事業の趣旨に賛同し、協力事業者として参加しますので届け出 

ます。 

 

 

記 

 

 

協力事業者 

フ リ ガ ナ  

名 称  

代表の職・氏名  

事務所の所在地 
〒  

 

 

担当者 

フ リ ガ ナ  

役職・氏名  

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 



様式第３号（第５条関係） 

 

                              年  月  日 

 

 

 高島市長      

 

 

                団体・事業者 

                   住 所 

                   名 称 

                     代表者              ㊞ 

 

 

 

見守りネットワーク事業辞退届 

 

 

    年  月  日に締結した見守りネットワーク事業協定書について解除

したいので、届け出ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

                         第     号 

                            年  月  日 

 

 

         様 

 

 

                    高島市長           印 

 

 

見守りネットワーク事業解除通知書 

 

 

年  月  日に締結した見守りネットワーク事業協定書について、高島

市見守りネットワーク事業実施要綱第５条第３項の規定に基づき、下記のとおり解除

するので通知します。 

 

 

記 

 

 解除理由 

 

 

 

 

 

 

 

 


